別紙１
「新潟＝中部線及び新潟＝神戸線 利用促進キャンペーン実施業務」委託仕様書


1 業務名
新潟＝中部線及び新潟＝神戸線利用促進キャンペーン実施業務
※ キャンペーンの具体名称は提案すること

2 事業目的
本事業は、トキエア(株)が運航する新潟＝中部線及び新潟＝神戸線のＰＲ及び利用促進キャンペーンを実施することにより、同路線の利用者数増加を図ることを目的として行う。

3 委託期間
委託契約締結日から令和９年３月31日（水）まで

4 実施主体
新潟空港整備推進協議会

５　利用促進施策の企画・実施
　(1) 目的・背景
　　・新潟＝中部線は令和６年９月27日に新規就航し、当初月金土日の週末１往復運航であったところ、令和７年10月26日に毎日１往復運航に増便している。
　　・新潟＝神戸線は令和７年３月30日に新規就航し、当初週末１往復であったところ、令和７年９月12日より週末２往復に増便している。
　　・両路線とも、新規就航時よりも提供座席数を増加させていることを踏まえ、早期に安定的な需要を確保することが求められる。本業務は、トキエア中部線及び神戸線の立ち上がり期においてインセンティブ付与等の実施により、実際の利用行動を促し、短期的かつ即時的な利用拡大を図ることを目的とする。
(2) 利用促進施策の主な内容
　　　新潟＝中部線及び新潟＝神戸線に搭乗する旅客を対象とした、当該路線の利用を後押しするインセンティブの付与やキャンペーンを実施すること。なお、利用促進施策の提案にあたっては、以下の点に留意すること。
　　　　・新潟＝中部線及び新潟＝神戸線への搭乗意欲を効果的に喚起し、訴求力及び話題性を備えたインセンティブ付与とすること。
　　　　・インセンティブの内容は新潟＝中部線及び新潟＝神戸線において同一の内容としても、それぞれ区別した内容としてもどちらとしても差支えない。
・インセンティブ付与は、総付景品又は抽選景品のいずれも可とする。ただし、不当景品類及び不当表示防止法に定める範囲内とすること。

６　業務内容
委託する業務内容は次のとおりとし、具体的な内容は提案すること。
(1) キャンペーンの実施に関すること
 ・新潟＝中部線及び新潟＝神戸線の利用者数増加に資するキャンペーンを実施すること。
(2) 広報に関すること
・キャンペーン内容の周知、新潟＝中部線及び新潟＝神戸線の利用促進に資する広報を実施すること。
・広報媒体はオンライン、オフライン双方においてターゲットとする層に対してキャンペーン等を効果的に広報できるものを選定することとし、オンライン広報においては、性別や年齢等の属性、利用目的（観光・ビジネス）等について効果測定が可能な手法とすること。
・新潟空港、中部国際空港、神戸空港の商圏地域内の会場においてＰＲブースを　　出展しキャンペーンの内容を周知する広報手法を取り入れること
・それ以外の広報手法については提案すること。
(3) キャンペーン及び広報を実施する対象に関すること
　・新潟空港、中部国際空港、神戸空港の商圏地域内の住民を対象とすること
　・年代、性別、属性等は限定しない。
(4) 実施時期
　・６月から広報を開始することを想定し、開始日は、委託者と調整すること。
(5) 実施体制に関すること
 ・キャンペーン利用者からの問い合わせ等に対応できる体制を構築すること
 ・必ずしも電話照会に対応する必要はないが、24 時間以内（土日祝日を除く）を目安に利用者からの問い合わせに対応できる体制とすること。
 ・利用者対応のために事務局や特設カウンター等を設ける場合は、それらの内容を含め提案すること。

７　スケジュール
実施から完了までの詳細スケジュールを提示すること。

８　運営体制図
実施体制図を提出すること。また役割分担を明確にすること。

９　成果品
(1) 実施報告書
　　　実施報告書を作成し、委託者へ提出すること。報告書には、以下のア～ウを必ず記載すること。
1 実施した業務内容に関する内容（イベント等は現地写真を含む）
2 下記例示のような効果測定を行い、可能な限り数値を補足し報告すること
・広報媒体ごとの情報到達人数
・年齢層、性別、居住地域　等
・オンライン広告を行う場合は表示回数、クリック数、クリック率等を含む
3 その他、委託者が指示するもの
(2) 納入期限
令和９年３月31日（水）
(3) 納入場所
新潟空港整備推進協議会 事務局（新潟県交通政策局空港課内）
(4) 納入方法
委託者と調整の上、上記の期限及び場所に納品すること。

10　履行期限
　令和９年３月31日（水）

11　委託上限額
委託料の上限は、25,000千円（消費税及び地方消費税、並びに印紙税を含む）とする。

12　委託料の支弁の対象となる経費等
(1) 支弁の対象となる経費
本業務を遂行するために必要な経費のうち、通常業務と区別して経理することが可能な経費とする。対象となる主な経費は次のとおり。
①　人件費      受託者の従業員が当該業務に従事した分に係る給料手当、
社会保険料等
②　消耗品費　  各種事務用品、広報に係る印刷製本費等
③　旅費交通費  受託者の従業員等の費用弁償旅費
④　役務費　 　 通信運搬費、広告料等
⑤　賃借料　　  機材借上料、会場借上料等
⑥　雑費　      上記①から⑤に含まれないその他の雑費
⑦　一般管理費  当該委託業務に関する管理費用
⑧　上記①から⑦に係る消費税及び地方消費税に相当する額
(2) 支弁の対象とならない経費
次に掲げる経費は対象外とする。
①　国、地方公共団体等の補助金、委託費等により支弁されている経費
②　土地、建物等を取得するための経費
③　施設や設備を設置又は改修するための経費
④　飲食に係る経費
⑤　当該事業との関連性が認められない経費

13　留意事項　
・　受託者は、委託者及びトキエア(株)と適宜調整しながら業務を実施すること。
・　受託者は、著作権などの問題が生じないように配慮すること。
・　本業務の実施に伴う、著作権など一切の権利については委託者に帰属することとし、委託者は事前の連絡なく加工及び二次利用ができるものとする。
・　受託者は、本業務に関する全ての作成物について、電子データを委託期間終了までに委託者へ提出すること。また、委託期間終了後も、委託者が本業務に関する作成物の電子データ等の提出を求めた場合は、これに応じること。

14　その他
・　委託者は、業務実施過程において本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合、必要に応じて双方合意のうえ変更することができるものとする。
・  受託者は、本業務において、本仕様書に定めのない事項、または疑義が生じた場合は、その都度、委託者と協議してこれを定めるものとする。

15　参考
　・トキエア顧客属性資料（令和７年４月１日～令和８年１月31日）
・トキエア時刻表　https://tokiair.com/schedules/
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